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第
二
類

第
二
号
）

第
百
八
十
三
回
国
会

衆

議

院

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日
（
木
躍
日
）

午
前
九
時
一
分
開
議

出
席
委
員

委
員
長
保
岡
興
治
君

理
事
石
原
宏
高
君
理
事

理

事

原

田

義

昭

君

理

事

理
事
ふ
く
だ
峰
之
君
理
事

理

事

山

田

宏

君

理

事

安

藤

裕

君

石
川
昭
政
君

大

塚

拓

君

白
須
賀
貴
樹
君

田
所
嘉
徳
君

中
村
裕
之
君

鳩
山
邦
夫
君

宮
内
秀
樹
君

務
台
俊
介
君

岡
田
克
也
君

後
藤
祐
一
君

井
上
英
孝
君

λ
山
穂
高
君

伊

藤

捗

君

井
出
庸
生
君

玉
誠
デ
ニ

l
君

議
員

議
員

議
員

議
員

議
員

議
員

議
員

議
員

議
員

総
務
大
臣

第
二
類
第
二
号

奥
野
信
亮
君

平
沢
勝
栄
君

泉

健

太

君

佐
藤
茂
樹
君

井
野
俊
郎
君

大
串
正
樹
君

今
野
智
博
君

助
国
重
義
君

高
橋
ひ
な
こ
君

長
坂
康
正
君

藤
井
比
早
之
君

宮
川
典
子
君

吉

川

越

君

奥
野
総
一
郎
君

山
井
和
則
君

坂
元
大
輔
君

村
上
政
俊
君

園

重

徹

君

佐
々
木
憲
昭
君

逢
沢
一
郎
君

橋

本

岳

君

是

健

太

君

奥
野
総
一
郎
君

田

嶋

要

君

浦
野
靖
人
君

佐
藤
茂
樹
君

遠
山
清
彦
君

井
坂
信
彦
君
、

－
 

新
藤
義
孝
君
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午挙挙度）信政主主
語区区全基局
前面画警盤選
調定定旦局挙
査審審 電部

高
綱

直
良
君

米
田
耕
一
郎
君

安
藤

友
裕
君

作
花

文
雄
君

村
松

岐
夫
君

吉
田

弘
正
君

岩
尾

委
員
の
異
動

四
月
十
一
日

辞
任井

上

同
日辞

任伊
藤

補
欠
選
任

伊
藤

義
久
君

捗
君

捗
君

補
欠
選
任

井
上
義
久
君

四

月

八

日

．

有
田
市
を
和
歌
山
三
区
か
ら
二
区
に
編
入
す
る
衆
議
院

小
選
挙
区
の
区
割
り
改
定
案
に
反
対
す
る
意
見
書
（
和

歌
山
県
有
田
市
議
会
）
（
第
三
－
一
八
六
号
）

有
田
市
を
和
歌
山
三
区
か
ら
こ
区
に
編
入
す
る
衆
議
院

小
選
挙
区
の
区
割
り
改
定
案
に
反
対
す
る
意
見
書
（
和

歌
山
県
広
川
町
議
会
）
（
第
二
二
八
七
号
｝

有
田
市
を
和
歌
山
三
区
か
ら
二
区
に
編
入
す
る
衆
議
院

小
選
挙
区
の
区
割
り
改
定
案
に
反
対
す
る
意
見
書
（
和

歌
山
県
有
田
川
町
議
会
｝
（
第
一
三
人
人
号
）

衆
議
院
議
貝
選
挙
の
選
挙
区
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
聴
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
養
員
会
議
録
第
八
号

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日

（
埼
玉
県
鴻
巣
市
議
会
）
（
第
＝
ニ
八
九
号
）

衆
議
院
小
選
挙
区
の
区
割
り
改
定
に
つ
い
て
の
意
見
書

（
熊
本
塁
干
土
市
議
会
）
（
第
一
一
一
一
九
O
号）

衆
議
院
小
選
挙
区
の
区
割
り
改
定
に
つ
い
て
の
意
見
書

（
熊
本
県
美
里
町
議
会
）
（
第
二
ニ
九
一
号
）

小
選
挙
区
制
を
廃
止
し
、
国
民
の
意
思
を
反
映
す
る
選

挙
制
度
に
見
直
す
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
（
東
京
都
小

金
井
市
議
会
）
（
第
二
二
九
二
号
）

地
方
円
意
見
を
尊
重
し
た
衆
議
院
選
挙
制
度
改
草
を
求

め
る
意
見
書
（
和
歌
山
県
議
会
）
（
第
一
一
一
一
九
三
号
）

は
本
委
員
会
に
参
考
送
付
芭
れ
た
。

本
自
の
会
議
に
付
し
た
案
件

政
府
参
考
人
出
頭
要
求
に
関
す
る
件

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
逢
沢
一
郎

君
外
五
名
提
出
、
衆
法
第
三
号
）

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
田
嶋
要
君

外
五
名
提
出
、
衆
法
第
一
号
）

政
治
倫
理
の
確
立
兵
ひ
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
件

（
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
の
「
衆
議
院
小
選

挙
区
選
出
議
貝
町
選
挙
区
の
改
定
案
に
つ
い
て
の
勧

告」）

陸
君

第

八

（
一
三
八
）

号

（
省
略
）



第
二
類
第
二
号

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
八
号

（
省
略
）

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日

ノ1

O
保
問
要
員
長
次
に
、
政
治
倫
理
の
確
立
及
ぴ
公
職
選

挙
法
改
正
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
ま
す
。

本
日
は
、
本
件
調
査
の
た
め
、
参
考
人
と
し
て
衆
議
院

議
員
選
挙
宮
画
定
審
議
会
会
長
村
松
岐
夫
君
及
ぴ
衆
議
院

議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
会
長
代
理
吉
田
弘
正
君
に
御
出

席
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

両
参
考
人
に
は
、
御
多
用
中
の
と
こ
ろ
本
委
員
会
に
御

出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
の
衆
議

院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
改
定
案
に
つ
い
て
の

勧
告
に
つ
い
て
、
村
松
左
暑
人
か
ら
説
明
を
聴
取
い
た
し

ま
す
。

O
村
松
参
考
人
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
会
長

村
松
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し

て
、
御
説
明
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

当
審
議
会
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置

法
及
ひ
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
間
に
お
け

る
人
口
較
差
を
緊
急
に
是
正
す
る
た
め
の
公
職
選
挙
法
及

び
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
の
－
部
を
改

正
す
る
法
律
、
い
わ
ゆ
る
緊
急
是
正
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
の
規
定
に
基
づ
き
ま
し
て
、
去
る
三
月
二
十
八
日
に
内

閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選

挙
区
の
改
定
案
に
つ
い
て
の
勧
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
審
議
の
経
過
と
勧
告
の
概
要
に
つ
い
て
、
御

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
当
審
議
会
に
お
け
る
審
議
の
経
過
に
つ
い
て
御

説
明
い
た
し
ま
す
。

当
審
議
会
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十

五
日
に
平
成
二
十
一
一
年
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
が

官
報
で
公
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
衆
議
院
小
選
挙
区
の
改

定
案
の
作
成
作
業
に
着
手
し
ま
し
た
が
、
同
年
三
月
二
十

三
日
の
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
受
け
ま
し
て
、
作
業

を
中
断
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
昨
年
十
一
月
十
六
日
に
先
ほ
ど
の
い
わ
ゆ
る

緊
急
是
正
法
が
成
立
い
た
し
ま
し
て
、
違
憲
状
態
と
さ
れ

た
各
選
挙
区
間
の
格
差
を
速
や
か
に
是
正
す
る
た
め
に
、
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そ
の
公
布
、
培
行
と
同
時
に
、
当
審
議
会
は
、
昨
年
十
一

月
二
十
六
日
に
審
議
を
再
聞
い
た
し
ま
し
た
。

緊
急
是
正
法
で
は
、
改
定
対
主
と
し
て
い
る
選
挙
区
を

限
定
し
て
お
ら
札
ま
す
。
ま
た
、
人
口
最
小
県
で
あ
る
鳥

取
県
内
の
人
口
最
小
選
挙
区
を
基
準
と
し
て
、
各
選
挙
区

間
町
人
口
格
差
を
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
に
基

づ
き
二
倍
未
満
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
札
て
お
り
ま
す
。

当
審
議
会
の
審
議
は
、
ま
ず
、
基
準
と
な
る
鳥
取
県
の

審
議
や
他
の
都
道
府
県
よ
り
も
先
行
し
て
行
う
こ
と
と
い

た
し
ま
し
て
、
区
割
り
基
準
素
案
を
審
議
、
作
成
し
、
区

割
り
基
準
素
案
と
鳥
取
県
の
具
体
的
な
区
割
り
に
つ
い

て
、
鳥
取
県
知
事
に
意
見
田
凶
会
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
鳥
取
県
知
事
か
ら
の
回
答
を
受
け
、
鳥
取
県
の
区
割

り
の
審
議
、
改
定
原
案
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。

次
の
段
階
と
し
て
、
改
定
対
集
選
挙
区
の
範
囲
の
確
認

を
行
い
、
改
定
対
象
選
挙
区
を
有
す
る
鳥
取
県
以
外
の
十

六
関
係
都
県
に
つ
い
て
の
審
議
に
入
る
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
。ま

ず
、
関
係
都
県
知
事
へ
の
区
割
り
基
準
素
案
と
具
体

的
な
区
割
り
に
つ
い
て
の
意
見
回
川
会
を
い
た
し
ま
し
て
、

回
答
を
得
ま
し
た
。
同
時
に
、
審
議
会
は
、
関
係
都
県
の

改
定
対
象
選
挙
区
の
地
勢
、
交
通
等
の
レ
ビ
ュ
ー
等
を
行

い
、
本
年
二
月
二
十
六
日
に
緊
急
是
正
法
に
基
づ
く
区
割

り
の
改
定
案
の
作
成
方
針
、
い
わ
ゆ
る
区
割
り
基
準
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
い
た
し
ま
し

た。
さ
ら
に
、
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
、
こ
の
区
割
り
基
準

に
基
づ
い
て
、
具
体
的
な
区
割
り
の
改
定
作
業
に
入
り
、

審
議
を
進
め
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

緊
急
是
正
法
で
は
、
各
選
挙
区
聞
の
人
口
格
差
を
緊
急

に
是
正
す
る
た
め
、
施
行
か
ら
六
カ
月
以
内
に
で
き
る
だ

け
速
や
か
に
勧
告
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
当
審
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
精
力
的
に
改
定
案

の
作
成
作
業
に
取
り
組
み
、
十
五
回
に
わ
た
る
審
議
を
経

ま
し
て
、
区
割
り
の
改
定
案
を
取
り
ま
と
め
、
三
月
二
十

八
日
に
内
閲
総
理
大
臣
に
対
し
て
勧
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
当
審
議
会
が
具
体
的
な
区
割
り
改
定
案

を
作
成
す
る
上
で
の
指
針
と
な
る
緊
急
是
正
法
に
基
づ
〈

第
二
類
第
二
号

区
割
り
の
改
定
案
の
作
成
方
針
、
い
わ
ゆ
る
区
割
り
基
準

に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
緊
急
是
正
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
改
定
対
車
と

な
る
選
挙
区
を
限
定
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
人
口

最
小
県
で
あ
る
鳥
取
県
内
の
人
口
最
小
選
挙
区
を
基
準
と

し
て
、
各
選
挙
区
聞
の
人
口
格
差
を
、
平
成
二
十
二
年
国

勢
調
査
人
口
に
基
づ
い
て
二
倍
未
満
と
す
る
こ
と
を
規
定

し
、
さ
ら
に
、
法
律
上
、
区
割
り
の
改
定
基
準
も
か
な
り

具
体
的
に
書
き
込
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ

り
ま
し
て
、
前
回
の
平
成
十
二
年
国
勢
調
査
に
基
づ
く
区

割
り
改
定
と
は
条
件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
平
成
十
三
年

九
月
に
作
成
し
た
前
回
の
区
割
り
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用

す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
緊
急
是
正
法
で
定
め
ら
れ
た
内
容

と
前
回
の
区
割
り
基
準
を
踏
襲
す
る
内
容
等
を
中
心
と
い

た
し
ま
し
て
、
昨
年
十
二
月
二
十
七
日
に
、
ま
ず
、
区
割

り
基
準
素
案
を
作
成
し
、
十
七
の
関
係
都
県
の
知
事
へ
の

意
見
照
会
を
行
い
、
そ
の
意
見
も
参
考
に
し
て
、
当
審
議

会
に
お
い
て
慎
重
に
検
討
を
行
い
、
一
一
月
二
十
六
日
に
区

割
り
基
準
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

き
て
、
今
回
の
区
割
り
基
準
の
全
体
像
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
改
定
対
望
選
挙
区
、
改
定
対
象
選
挙
底
の
区
割
り
基

準
、
改
定
案
作
成
の
作
業
手
順
の
三
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

初
め
に
、
改
定
対
象
選
挙
区
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
緊
急
是
正
法
に
お
い
て
は
‘
改
定
対
象
選
挙
区
を
限

定
し
て
定
め
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
、
人
口
の
最
も
少
な
い
県
、
す
な
わ
ち
鳥
取
県
の

選
挙
区
が
ご
ざ
い
ま
す
。
次
に
、

O
増
五
減
に
よ
り
ま
し

て
、
選
挙
区
の
数
が
三
か
ら
二
に
減
少
す
る
福
井
県
、
山

梨
県
、
徳
島
県
、
高
知
県
、
佐
賀
県
円
玉
県
の
選
挙
区
が

ご
ざ
い
ま
す
ロ
そ
し
て
、
鳥
取
県
内
の
人
口
最
小
選
挙
区

を
基
準
と
し
て
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
で
格
差

二
倍
未
満
の
人
口
基
準
に
適
合
し
な
い
選
挙
区
が
出
て
ま

い
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
選
挙
区
を
格
差
二
倍
未

満
に
お
さ
め
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
範
囲
で
行
う
改
定

に
伴
っ
て
生
じ
る
隣
接
選
挙
区
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が

改
定
対
象
選
挙
区
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
改
定
対
象
選
挙
区
の
区
割
り
基
準
に
つ
い
て
で

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
八
号

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日

ご
ざ
い
ま
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
緊
急
是
正
法
と
前

固
ま
で
の
区
割
り
基
準
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

ま
ず
、
緊
急
是
正
法
で
定
め
ら
れ
た
内
容
と
い
た
し
ま

し
で
は
、
人
口
最
小
県
で
あ
る
鳥
取
県
内
の
人
口
最
小
選

挙
区
を
基
準
と
し
て
、
選
挙
区
間
の
人
口
格
差
を
、
平
成

二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
に
基
づ
き
二
倍
未
満
と
す
る
こ

と
、
鳥
取
県
内
の
選
挙
区
町
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
各
選

挙
区
の
人
口
の
均
衡
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
人
口
格

差
を
二
倍
未
満
と
す
る
た
め
の
選
挙
区
の
改
定
に
当
た
っ

て
は
、
選
挙
区
の
区
域
の
異
動
は
必
要
最
串
限
と
す
る
こ

と
等
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
前
回
の
一
区
割
り
基
準
を
踏
襲
し
た
内
容
と
い
た

し
ま
し
て
は
、
選
挙
区
は
飛
ぴ
地
に
し
な
い
こ
と
、
市
区

町
村
や
郡
の
区
域
は
原
則
と
し
て
分
割
し
な
い
こ
と
と

し
、
市
区
の
人
口
が
人
口
基
準
の
上
限
人
口
を
超
え
る
場

合
等
や
む
を
得
な
い
一
定
の
場
合
に
限
り
分
割
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、
地
勢
、
交
通
そ
の
他
の
自
然
的
社
会
的

条
件
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
等
で
ご
ざ
い
ま
す
ロ

な
お
、
今
回
の
区
割
り
基
準
の
作
成
に
当
た
り
ま
し
て

は
、
区
割
り
基
準
素
案
に
対
す
る
関
係
都
県
知
事
か
ら
の

意
見
も
参
考
に
し
て
、
当
審
議
会
に
お
い
て
慎
重
に
検
討

い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
具
体
的
な
区
割
り
の
改
定
作

業
を
行
っ
て
い
く
上
で
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
結

果
と
し
て
、
次
の
ご
つ
の
基
準
を
追
加
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
と
も
に
、
市
区
町
を
分
割
す
る
基
準
で
ご
ざ
い

ま
す
。一

つ
目
は
、
現
在
分
割
さ
れ
て
い
る
市
区
町
の
区
域
を

分
割
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
、
当
該
市
区
町
以
外
の
各
選

挙
区
の
区
域
の
異
動
を
拡
大
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
く
な

る
場
合
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
、
宮
城
県
大
崎
市
を
引
き
続
き

分
割
し
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
県
内
の
選
挙
区
数
が
三
か
ら
こ
と
な
る

五
県
に
つ
い
て
、
当
該
県
の
人
口
最
大
の
市
が
単
独
の
選

挙
区
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
模
町
人
口
、
す
な
わ
ち
鳥

取
県
内
の
人
口
最
小
選
挙
区
町
人
口
以
上
を
有
す
る
場
合

で
あ
り
、
さ
ら
に
、
県
内
の
二
選
挙
区
の
位
置
、
形
状
、

地
勢
、
交
通
そ
の
他
の
自
然
的
社
会
的
条
件
を
総
合
的
に

の‘
u

考
慮
す
る
と
、
分
割
す
る
方
が
よ
り
合
理
的
に
改
定
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
、
高
知
市
を
引
き
続
き
分
割
し

て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
改
定
案
作
成
の
作
業
手
順
に
つ
い
て
で
ご
ざ

い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
具
体
的
な
区
割
り
の
改
定
作

業
を
行
っ
て
い
く
際
の
作
業
の
流
れ
を
示
す
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
鳥
取
県
に
つ
い
て
は
、
全
国
の
人
口
格

差
二
倍
未
満
の
基
準
と
な
る
た
め
、
他
の
都
道
府
県
よ
り

も
先
行
し
て
審
議
を
行
い
、
区
割
り
改
定
原
案
の
作
成
の

出
発
点
と
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
申

し
上
げ
ま
し
た
。
次
に
、
選
挙
区
の
数
が
三
か
ら
こ
に
減

少
す
る
こ
と
と
な
る
五
県
に
つ
い
て
は
、
県
内
の
選
挙
区

の
う
ち
、
人
口
が
最
も
少
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
一
票

の
価
値
が
最
も
重
い
も
の
を
手
が
か
り
と
し
、
こ
れ
を
減

少
す
る
方
向
に
持
っ
て
い
く
と
い
う
形
で
区
割
り
を
行
っ

て
い
く
こ
と
等
歩
定
め
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
緊
急
是
正
法
に
基
づ
く
区
割
り
の
改
定
案
の

作
成
方
針
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
勧
告
い
た
し
ま
し
た
区
割
り
の
改
定
案
の
概
要

に
つ
い
て
、
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

最
初
に
、
都
道
府
県
別
定
数
の
異
動
で
す
が
、
こ
れ
は

緊
急
是
正
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

O
増
五

滅
に
よ
り
ま
し
て
、
福
井
県
、
山
梨
県
、
徳
島
県
、
高
知

県
、
佐
賀
県
の
五
県
で
、
い
ず
れ
も
定
数
が
三
か
ら
こ
に

一
誠
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
改
定
案
で
変
更
さ
れ
る
選
挙
区
の
数
は
、
十
七

都
県
で
四
十
二
選
挙
区
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
定
数
が
五

減
と
な
り
ま
す
の
で
、
改
定
後
の
選
挙
区
数
は
三
十
七
選

挙
区
と
な
り
ま
す
。

四
十
二
の
選
挙
区
の
内
訳
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ま
ず
、

人
口
の
最
も
少
な
い
鳥
取
県
内
の
選
挙
区
と
し
て
こ
選
挙

区
、
選
挙
区
の
数
が
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
県
の
区
域
内

町
選
挙
区
と
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
玉
県
の
十

五
選
挙
区
、
格
差
二
倍
未
満
と
い
う
人
口
基
準
に
適
合
し

な
い
選
挙
区
の
改
定
に
伴
う
も
の
と
し
て
、
そ
の
一
つ
は
、

人
口
最
小
選
挙
区
で
あ
る
鳥
取
新
二
区
の
人
口
二
十
九
万

九



第
二
類
第
二
号

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
八
号

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日

一
千
百
三
人
を
下
回
る
選
挙
区
と
そ
の
隣
接
選
挙
区
で
八

県
十
七
選
挙
区
、
鳥
取
新
二
区
の
人
口
の
二
倍
、
五
十
八

万
二
千
二
百
六
人
以
上
と
な
る
選
挙
区
と
そ
の
隣
接
選
挙

区
で
三
都
県
人
選
挙
区
、
こ
れ
で
四
十
二
選
挙
区
と
な
り

ま
す
。以

上
町
結
果
を
全
体
と
し
て
要
約
的
に
申
し
上
げ
ま
す

と
、
人
口
最
小
選
挙
区
と
の
格
差
が
二
倍
以
上
と
な
る
選

挙
区
の
数
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
区
割
り
の
改
定
案
で
は

九
選
挙
区
、
勧
告
前
は
九
十
七
選
挙
区
と
な
っ
て
お
り
ま

す
が
、
公
職
選
挙
法
制
定
以
来
、
格
差
是
正
と
し
て
は
、

今
回
初
め
て
、
閏
勢
調
査
人
ロ
マ
町
人
口
格
差
ご
倍
以
上

の
選
挙
区
は
解
消
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
大
人
口
格
差
は
、
今
回
の
改
定
案
で
は
、
初
め
て
二

倍
を
切
り
、
一
・
九
九
人
倍
と
な
り
ま
す
。
最
大
選
挙
区

は
東
京
十
六
区
で
五
十
八
万
一
千
六
百
七
十
七
人
、
最
小

選
挙
区
は
鳥
取
ニ
区
で
二
十
九
万
一
千
百
三
人
と
な
り
ま

す
。
勧
告
前
町
最
大
格
差
は
二
五
二
四
倍
で
す
の
で
、

大
幅
に
縮
減
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

都
道
府
県
聞
の
議
員
一
人
当
た
り
人
口
の
格
差
は
、
緊

急
是
正
法
で
定
め
ら
れ
た
各
都
道
府
県
別
定
数
に
よ
り
議

員一

λ
当
た
り
人
口
を
算
出
し
て
比
較
し
た
結
果
で
、
最

大
格
差
は
、
東
京
都
と
鳥
取
県
の
聞
で
一
・
七
八
八
倍
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
御
参
考
と
し
て
、
今
回
の
改
定
案
に
お
け
る

分
割
市
区
町
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

緊
急
是
正
法
で
は
、
改
定
対
象
と
な
る
選
挙
区
を
限
定

し
て
お
り
、
そ
の
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
市
町

村
合
併
の
影
響
を
調
整
す
る
た
め
の
選
挙
区
の
改
定
は
行

わ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
改
定
対
象
と
な
る
四
十
二
選
挙
区
に
お
け
る
分

割
市
区
町
の
状
況
に
つ
－
去
ま
し
で
は
、
分
割
が
解
消
さ
れ

る
市
区
町
の
数
が
十
二
市
町
、
新
た
に
分
割
さ
れ
る
市
区

の
数
が
三
市
区
、
船
橋
市
、
川
崎
市
中
原
区
、
佐
世
保
市

で
ご
ざ
い
ま
す
。
分
割
の
区
域
が
開
望
見
さ
れ
る
市
区
の
数

が
四
市
区
、
大
崎
市
、
世
田
谷
区
、
江
戸
川
区
、
高
知
市

と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
分
割
市
区
町
の
数
は
九
減
少
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
か
ら
の
審
議
の
経
過
と
勧
告
の
概
要
説
明
を
以
上
で

終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
今
回
の
改
定
案
の
作
成

き
二
倍
未
満
と
す
る
こ
と
な
ど
、
法
律
上
、
区
割
り
の
改

定
基
準
も
か
な
り
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
勧
告
を
ご
ち
ん
い
た
だ
く
と
お
わ
か

り
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
、
改
定
を
要
す
る
選
挙
区
は
、

定
数
減
と
な
る
五
県
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
十
七

都
県
四
十
二
選
挙
区
に
亙
ぴ
ま
し
た
。

ま
た
、
緊
急
是
正
法
で
は
、
施
行
か
ら
六
カ
月
以
内
に

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
区
割
り
の
改
定
案
の
勧
告
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
迅
速
か
っ
効
率
的
な
審
議
が
要
請

さ
れ
て
い
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
当
審
議
会
は
、
選

挙
区
の
設
定
は
民
主
主
義
の
土
台
と
な
る
選
挙
制
度
の
根

幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
成

正
か
っ
公
正
な
審
議
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

十
分
に
理
解
し
て
審
議
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た。
こ
う
し
た
前
提
に
立
ち
ま
し
て
、
昨
年
十
一
月
十
六
日

の
緊
急
是
正
法
の
成
立
後
、
十
一
月
二
十
六
日
に
審
議
を

再
開
し
て
、
そ
れ
か
ら
は
、
審
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、

ま
ず
、
人
口
格
差
二
倍
未
満
の
基
準
と
を
る
鳥
取
県
の
審

議
を
他
の
都
道
府
県
に
先
駆
け
て
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま

し
て
、
平
成
二
十
四
年
末
ま
で
に
区
割
り
基
準
窒
案
の
審

議
、
作
成
を
行
い
、
鳥
取
県
知
事
に
対
し
て
、
区
割
り
基

準
素
案
と
具
体
的
な
区
割
り
に
つ
い
て
の
意
見
照
会
を

行
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
鳥
取
県
知
事
か
ら
の
意
見
回

答
を
受
け
、
鳥
取
県
の
区
割
り
審
議
を
行
い
、
一
月
二
十

一
日
に
、
鳥
取
県
の
区
割
り
の
改
定
原
案
を
公
表
す
る
と

と
も
に
、
今
回
の
区
割
り
の
改
定
対
象
選
挙
区
の
範
囲
の

公
表
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
ほ
か
の
十
六
関
係
都
県
の
知
事
に
対
し
、

区
割
り
基
準
素
案
と
具
体
的
な
区
割
り
に
つ
い
て
の
意
見

回
会
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
関
係
都
県
か
ら
の
意
見
回
答
を
受
け
、
関
係

都
県
の
改
定
対
車
選
挙
区
の
地
勢
、
交
通
等
の
レ
ビ
ュ
ー

を
行
い
、
二
月
二
十
六
日
に
緊
急
是
正
法
に
基
づ
く
区
割

り
の
改
定
案
の
作
成
方
針
、
い
わ
ゆ
る
区
割
り
基
準
を
取

り
ま
と
め
、
公
表
い
た
し
ま
し
た
。

区
割
り
基
準
の
作
成
に
際
し
ま
し
て
は
、
緊
急
是
正
法

の
趣
旨
や
地
勢
、
交
通
等
の
自
然
的
社
会
的
条
件
を
考
慮

に
当
た
り
ま
し
て
、
緊
急
是
正
法
を
踏
ま
え
、
各
選
挙
区

聞
の
人
口
格
差
を
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
に
基

づ
き
ご
倍
未
満
と
す
る
努
力
を
い
た
し
ま
し
た
。
同
時
に
、

選
挙
区
の
異
動
を
最
小
限
と
す
る
な
ど
、
選
挙
区
町
安
定

性
も
考
慮
い
た
し
ま
し
た
。

最
大
限
の
努
力
を
行
い
、
当
審
議
会
と
し
て
は
最
善
と

考
え
る
改
定
案
を
取
り
ま
と
め
た
と
考
え
て
い
る
次
第
で

ザ
』
岬

C
い
み
玄
十
’

o

何
と
ぞ
、
御
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

O
保
問
委
員
長

以
上
で
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。

O
保
同
委
員
長
村
松
会
長
、
育
回
全
長
代
理
を
初
め
と

し
て
、
審
議
会
の
委
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
般

の
区
割
り
改
定
に
向
け
て
こ
れ
ま
で
精
力
的
に
審
議
を
進

め
ら
れ
、
去
る
三
月
二
十
八
日
に
改
定
案
の
勧
告
を
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
聞
に
お
け
る
御
尽
力
に
対

し
、
委
員
会
を
代
表
し
て
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
理
事
会
に
お
い
て
了
承
さ
れ
ま
し
た
質
疑

事
項
に
つ
い
て
、
委
員
会
を
代
表
し
て
、
私
か
ら
お
尋
ね

い
た
し
ま
す
。

今
回
の
区
割
り
改
定
は
、
並
立
制
導
入
時
の
区
割
り
画

定
や
平
成
十
四
年
の
前
田
町
区
割
り
改
定
と
異
な
り
、
い

わ
ゆ
る
緊
急
是
正
法
に
お
い
て
審
議
会
の
行
う
改
定
案
作

成
の
具
体
的
な
基
準
が
定
め
ら
れ
、
見
直
し
の
対
量
と
な

る
選
挙
区
も
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
改
定
作
業
に
は

そ
れ
ほ
ど
時
聞
を
要
す
る
こ
と
な
く
勧
告
が
行
わ
れ
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
審
議
会
は
、
昨
年
の

十
一
月
二
十
六
日
か
ら
区
割
り
改
定
作
業
を
再
開
し
た

後
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
改
定
作
業
を
行
い
、
ま
た
、
審

議
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
、
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

O
村
松
参
考
人
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
緊
急

是
正
法
に
お
い
て
は
、
各
選
挙
区
聞
の
人
口
格
差
を
緊
急

に
是
正
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
改
定
対
集
rと
な
る
選
挙

区
が
限
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
人
口
最
A
U県
で

あ
る
鳥
取
県
の
人
口
最
小
選
挙
区
を
基
準
と
し
て
、
選
挙

区
聞
の
格
差
を
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
に
基
づ

。

し
て
、
市
区
町
村
の
分
割
を
ど
こ
ま
で
認
め
、
ど
の
よ
う
－

に
基
準
を
設
定
す
べ
き
か
を
慎
重
に
議
論
し
た
と
こ
ろ
で
一

ご

ざ

い

ま

す

。

一

そ
の
後
、
区
割
り
基
準
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
な
区
割
一

り
の
改
定
作
業
に
入
り
、
区
割
り
の
審
議
を
進
め
ま
し
た
。
一

具
体
的
な
区
割
り
の
改
定
案
の
審
議
に
際
し
て
は
、
緊
一

急
是
正
法
で
は
、
格
差
二
倍
未
満
の
人
口
基
準
に
適
合
し
一

な
い
選
挙
区
の
改
定
は
、
選
挙
区
の
異
動
は
必
要
最
小
限
一

と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
地
勢
、
交
通
等
の
自
一

然
的
社
会
的
条
件
を
考
慮
し
て
ど
の
区
域
を
改
定
す
べ
き
一

か
、
市
区
の
分
割
を
行
う
場
合
に
、
地
元
町
意
見
を
し
ん
一

し
ゃ
く
し
て
、
ど
の
区
域
で
分
割
す
べ
き
か
等
の
点
に
つ
一

い
て
、
密
度
の
あ
る
議
論
が
行
わ
れ
、
区
割
り
基
準
に
基
一

づ
い
て
慎
重
に
審
議
を
行
っ
た
と
ζ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一

最
後
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
最
終
的
に
か
な
り
厳
し
い
日
一

程
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
審
議
会
委
員
の
中
に
一

含
ま
れ
て
お
り
ま
す
大
学
教
員
が
、
ち
ょ
う
ど
二
月
、
三
一

月
と
い
う
ζ
と
で
、
比
較
的
柔
軟
な
時
間
を
持
っ
て
お
ら
一

れ
る
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
非
常
に
幸
い
し
た
よ
う
に
一

思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
計
十
五
回
、
約
四
カ
月
の
一

審
議
を
重
ね
て
、
去
る
三
月
二
十
八
日
に
内
閣
総
理
大
臣
一

に
対
す
る
勧
告
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一

O
保
同
委
員
長
今
回
の
勧
告
で
、
選
挙
区
間
の
最
大
人
一

口
格
差
は
ニ
・
五
二
四
倍
か
ら
一
九
九
八
倍
に
縮
小
一

L
、
並
立
制
導
入
以
降
初
め
て
、
格
差
二
倍
を
超
え
る
選
一

挙

区

が

な

く

な

り

ま

し

た

。

一

し
か
し
、
二
倍
を
切
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
一
・
九
一

九
八
倍
は
非
常
に
二
倍
に
近
い
数
字
で
あ
り
、
ま
た
二
・
一

九
倍
を
超
え
る
選
挙
区
は
、
二
十
三
選
挙
区
あ
り
ま
す
。
一

一
部
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
一
票
の
格
差
が
既
に
実
態
と
一

し
て
二
倍
を
超
え
る
選
挙
区
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
お
一

り
、
ま
た
、
地
方
に
お
け
る
人
口
減
少
が
顕
著
で
あ
る
と
一

い
う
昨
今
の
人
口
動
向
も
考
え
た
場
合
、
今
後
二
倍
を
超
一

え
る
選
挙
区
が
ふ
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
一

り
ま
す
が
、
審
議
会
と
し
て
は
、
今
回
の
区
割
り
改
定
を
一

ど
の
よ
う
に
自
己
評
価
さ
れ
て
お
ら
れ
る
か
、
お
聞
か
せ
一

く

だ

さ

い

。

一

O
村
松
参
考
人
緊
急
是
正
法
は
、
各
選
挙
区
聞
の
人
口
一

格
差
を
緊
急
に
是
正
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
も
と
も
と
、
－

-4-



改
定
対
象
と
な
る
選
挙
区
を
限
定
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
選
挙
区
聞
の
格
差
音
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人

口
に
基
づ
き
二
倍
未
満
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
、
私
ど
も
円
基
準
と
し
て
最
後
ま
で
念
頭
に
あ
っ

た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

当
審
議
会
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
緊
急
是
正
法
の
求
め

に
応
じ
て
、
各
選
挙
区
聞
の
格
差
を
、
平
成
二
十
二
年
国

勢
調
査
人
口
に
基
づ
き
二
倍
未
満
と
す
る
努
力
を
し
た
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ロ
同
時
に
、
選
挙
区
の
異
動
を

最
小
限
と
す
る
と
い
う
要
請
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
選
挙
区

の
安
定
性
も
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
配
慮
を
し
て
検
討
、
審
議
を
い
た
し
ま

し
た
。そ

の
よ
う
な
相
異
な
る
要
請
が
あ
る
中
で
、
最
大
限
の

努
力
を
行
い
、
当
審
議
会
と
し
て
は
最
善
を
尽
ミ
し
た
か

な
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

な
お
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
趣
旨
の
報
道
が
あ
る
こ
と
は

承
知
し
て
お
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ま
し
て
可
、
緊
急
是
正
法
は
、
平
成
二
十

三
年
三
月
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
立

法
府
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
ま

す。
な
お
、
今
回
勧
告
し
た
改
定
案
に
つ
い
て
一
言
申
し
上

げ
ま
す
と
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
に
基
づ
く
最

大
人
口
格
差
を
現
在
の
二
・
五
二
四
倍
か
ら
一
・
九
九
人

倍
に
縮
減
し
、
最
小
選
挙
区
と
の
格
差
が
二
倍
以
上
と
な

る
選
挙
区
数
を
現
在
の
九
十
七
選
挙
区
か
ら
ゼ
ロ
と
い
う

よ
う
に
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

十
年
前
の
前
回
の
区
割
り
の
改
定
渠
で
は
、
二
倍
以
上

の
選
挙
区
は
九
残
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
回
は
、
理
行

の
衆
議
院
小
選
挙
区
並
立
制
導
入
後
の
過
去
二
回
の
区
割

り
商
定
、
改
定
を
含
め
ま
し
て
、
公
職
選
挙
法
制
定
以
来
、

格
差
是
正
と
し
て
は
初
め
て
、
国
勢
調
査
人
口
で
の
人
口

格
差
二
倍
以
上
の
選
挙
区
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

O
保
問
委
員
長
具
体
の
区
割
り
に
つ
い
て
、
お
伺
い
し

ま
す
。選

挙
区
間
の
最
大
人
口
格
差
を
二
倍
未
満
と
す
る
た
め

に
、
東
京
十
七
区
と
十
六
区
の
江
戸
川
区
本
庁
管
内
上
一

第
二
類
第
二
号

色
三
丁
目
の
約
千
五
百
人
を
合
わ
せ
て
新
十
七
区
と
し
、

十
六
区
の
江
戸
川
区
町
残
余
の
区
域
で
新
十
六
区
と
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
新
十
六
区
の
人
口
は
五
十
八
万
一
千

六
百
七
十
七
人
と
な
り
、
人
口
最
大
の
選
挙
区
と
な
り
ま

し
た
が
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
改
定
は
で
き
な
か
っ
た

の
か
ど
う
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
青
森
県
の
場
合
、
二
区
と
三
区
の
一
部
を
合
わ

せ
て
新
二
区
と
し
、
三
区
の
残
余
の
区
域
で
新
三
区
と
し

て
お
り
ま
す
。
長
崎
県
の
場
合
、
三
区
と
四
区
町
佐
世
保

市
の
｝
部
を
合
わ
せ
て
新
三
区
と
し
、
四
区
の
残
余
の
区

域
で
新
四
区
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
選
挙
区
の

人
口
も
、
人
口
最
小
の
選
挙
区
で
あ
る
鳥
取
二
区
の
人
口

を
わ
ず
か
に
上
回
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
各
選
挙
区
の
地
域
性
を
考
慮
し
た
こ
と
で
あ

る
と
考
察
い
た
し
ま
す
が
、
人
口
の
小
さ
い
選
挙
区
間
で

調
整
す
る
よ
り
は
、
近
接
干
る
人
口
の
大
き
な
選
挙
区
と

の
調
整
を
行
っ
た
方
が
、
今
後
二
倍
を
超
え
る
選
挙
区
が

生
じ
る
可
能
性
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
審
議
会
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
区
割
り
を
行
っ
た
の
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

O
吉
田
参
考
人
お
答
え
を
申
し
上
げ
ま
す
。

東
京
十
六
区
は
、
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
で
五

十
八
万
三
千
百
四
十
七
人
で
あ
り
、
人
口
最
小
選
挙
区
と

な
る
鳥
取
新
二
区
の
人
口
二
十
九
万
一
千
百
三
人
町
二

倍
、
五
十
人
万
二
千
二
百
六
人
以
上
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

現
行
の
東
京
十
六
区
は
、
江
戸
川
区
の
う
ち
既
に
そ
の

一
部
が
隣
接
の
十
七
区
と
の
間
で
分
割
さ
れ
て
い
る
区
域

を
除
く
区
域
で
構
成
さ
れ
て
い
る
選
挙
区
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
今
回
の
改
定
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
市
区
町
村

の
分
割
基
準
に
該
当
す
る
た
め
、
分
割
さ
れ
て
い
る
区
域

を
出
正
史
し
て
人
口
町
縮
小
を
図
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た。
具
体
的
に
は
、
緊
急
是
正
法
で
、
選
挙
底
の
異
動
を
必

要
最
小
限
と
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
中
で
、
東
京
都
知

事
及
び
江
戸
川
区
か
ら
の
意
見
も
聞
き
、
東
京
十
六
区
の

江
戸
川
区
の
本
庁
管
内
に
お
け
る
町
字
の
位
置
、
投
票
区

の
再
編
数
と
い
っ
た
選
挙
の
管
理
軸
存
の
観
点
な
ど
の
地

勢
、
交
通
そ
の
他
の
自
然
的
社
会
的
条
件
を
総
合
的
に
考

慮
し
て
、
住
民
に
わ
か
り
や
す
い
河
川
と
鉄
道
の
線
路
で

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
入
号

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日

二
方
が
区
切
ら
れ
、
一
定
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
区
域
で
あ

る
本
庁
管
内
の
上
一
色
三
丁
目
を
隣
接
の
十
七
区
に
編
入

す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
結
呆
、
改
定
後
の
東
京
十
六
区
は
五
十
八
万
一
千

六
百
七
十
七
人
と
な
り
、
上
限
人
口
五
十
人
万
二
千
二
百

五
人
を
五
百
二
十
人
人
下
回
る
こ
と
と
な
り
、
緊
急
是
正

法
が
定
め
る
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
で
格
差
二
倍

未
満
と
い
う
人
口
基
準
を
満
た
す
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。

な
お
、
参
考
ま
で
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
今
回
の
緊
急

是
正
法
に
よ
る
改
定
の
対
車
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
東
京

新
十
六
区
に
次
い
で
人
口
が
大
き
い
の
は
東
京
の
二
十
四

区
、
八
王
子
市
の
五
十
八
万
五
十
三
人
で
あ
り
、
鳥
取
新

二
区
と
の
格
差
は
一
九
九
三
倍
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
青
森
県
に
つ
き
ま
し
て
は
、
青
森
二
区
が
平
成

二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口
で
ご
十
人
万
七
千
五
百
十
八
人

で
あ
り
、
下
限
人
口
を
下
回
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
歴
史
的
沿
草
、
広
域
行
政
の
取
り
組
み
、

通
勤
通
学
状
況
等
の
地
勢
、
交
通
そ
の
他
の
自
然
的
社
会

的
条
件
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
三
区
の
三
戸
郡
五
戸
町

を
二
区
に
編
入
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
長
崎
県
に
つ
い
て
は
、
長
崎
三
区
が
平
成
二
十

二
年
国
勢
調
査
人
口
で
二
十
五
万
五
千
七
百
七
十
八
人
で

あ
り
、
下
限
人
口
を
下
回
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
歴
史
的
沿
革
、
三
区
に
隣
接
し
て
い
る
選

挙
区
で
あ
る
長
崎
二
区
の
諌
早
市
、
長
崎
四
区
の
佐
世
保

市
町
市
街
地
の
状
況
、
投
票
区
の
再
編
数
と
い
っ
た
選
挙

の
管
理
執
行
の
観
点
な
ど
の
地
勢
、
交
通
そ
の
他
の
自
然

的
社
会
的
条
件
を
総
合
的
に
考
慮
L
、
四
区
の
佐
世
保
市

町
区
域
の
一
部
を
分
割
し
て
三
区
に
編
入
す
る
こ
と
が
適

当
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
ロ

な
お
、
い
ず
れ
の
県
の
改
定
案
に
お
い
て
も
、
比
較
的

人
口
の
少
な
い
選
挙
区
間
で
の
改
定
と
い
た
し
ま
し
た
た

め
、
改
定
後
町
選
挙
区
の
人
口
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
青
森
二

区
で
三
十
万
六
千
二
百
三
十
人
、
青
森
三
区
で
二
十
九
万

二
千
四
百
九
十
二
人
、
長
崎
三
区
で
二
十
九
万
七
千
二
十

四
人
、
長
崎
四
区
で
二
十
九
万
六
千
三
百
五
十
三
人
と
な

り
、
下
限
人
口
で
あ
る
二
十
九
万
一
千
百
三
人
に
近
い
選

挙
区
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
緊
急
是
正
法
に
お

F
内
A
W

け
る
人
口
基
準
に
は
適
合
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
じ
く
緊

急
是
正
法
で
、
地
勢
、
交
通
そ
の
他
の
自
然
的
社
会
的
条

件
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
よ
う
な
改
定
案
を
作
成
し
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

O
保
問
委
員
長
選
挙
区
数
が
一
一
一
か
ら
こ
と
な
っ
た
山
梨

県
の
区
割
り
に
お
い
て
は
、
新
一
区
が
五
十
三
万
一
千
九

百
九
十
一
入
、
新
二
区
が
三
十
三
万
一
千
八
十
四
人
と
、

県
内
に
お
け
る
選
挙
区
間
の
人
口
の
差
が
約
二
十
万
人
、

福
井
県
は
同
じ
く
そ
の
差
が
約
十
三
万
四
千
人
、
徳
島
県

は
そ
の
差
が
約
十
二
万
六
千
人
と
な
っ
て
お
旬
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
県
内
で
均
衡
に
欠
け
る
区
割
り
と
な
っ
て
お
り
ま

す
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
区
割
り
に
な
っ
た
の
か
、
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
ロ

O
吉
図
書
考
人
お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

選
挙
区
数
が
一
誠
と
な
る
五
県
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い

ず
れ
も
定
数
こ
と
な
り
ま
す
の
で
、
県
の
区
域
を
二
分
す

る
必
要
が
あ
り
ま
し
て
、
人
口
最
小
選
挙
区
を
手
が
か
り

と
し
て
、
行
政
区
画
、
地
勢
、
交
通
そ
の
他
の
自
然
的
社

会
的
条
件
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
合
理
的
に
選
挙
区
の

改
定
案
の
作
成
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

お
尋
ね
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
緊
急
是
正
法
で
は
、

定
数
減
少
県
内
の
選
挙
区
の
改
定
に
お
い
て
は
、
人
口
の

均
衡
を
図
る
こ
と
は
明
確
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
、
ま
た
、
仮
に
人
口
の
均
衡
一
を
図
る
と
し
て
も
、

こ
の
場
合
、
地
域
的
な
つ
な
が
り
が
希
薄
で
あ
る
地
域
が

同
一
の
選
挙
区
と
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
の
改
定
案
に
お
い
て
も
、
他
の
都
道
府
県
と
比
較
し
て

結
岡
市
的
に
そ
れ
ほ
ど
の
人
口
不
均
衡
で
は
な
い
こ
と
、
具

体
的
に
は
、
改
定
後
の
県
内
町
選
挙
区
間
の
格
差
は
、
大

き
れ
順
に
、
山
梨
県
で
は
一
・
六
O
七
倍
で
全
圏
第
十
位
‘

福
井
県
で
は
一
・
三
九
人
倍
で
全
国
第
二
十
六
位
、
徳
島

県
は
一
・
三
人
二
倍
で
全
国
第
二
十
九
位
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。こ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
行
政
区
画
、
地
勢
、
交
通
そ

の
他
の
自
然
的
社
会
的
条
件
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
定
め

た
今
回
の
案
よ
り
も
よ
り
人
口
均
衡
を
図
る
よ
う
な
案

は
、
採
用
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。



第
二
類
第
二
号

政
治
倫
理
の
確
立
及
び
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
八
号

平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日

O
保
同
委
員
長
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

冒
頭
に
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
村
松
会
長
を
初
め
審

議
会
委
員
の
御
尽
力
に
対
し
、
重
ね
て
敬
意
を
表
し
ま
し

て
、
以
上
で
私
か
ら
の
お
尋
ね
争
終
わ
り
ま
す
。

村
松
会
長
、
吉
田
会
長
代
理
に
は
、
お
忙
し
い
中
、
委

貝
会
に
御
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）

次
回
は
、
公
報
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
と
し
、

本
日
は
、
こ
れ
に
で
散
会
い
た
し
ま
す
。

作

T
後
零
時
二
十
三
分
散
会

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る

修
正
案

Z
〈
だ
空
重
世
五
提
出
）

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第
百
四
十
二
条
の
二
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
う
ち
第
百
四
十
二
条
町
四
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
第

一
号
中
「
前
項
第
一
岡
市
」
を
「
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
前
項
第
二
号
L

を
「
第
二
項
第
二
号
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次

に
次
の
｝
項
を
加
え
る
。

3

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
、

公
職
の
候
補
者
た
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
（
当
該
選
挙

と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選

挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
電
子

メ
l
ル
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
選
挙
運
動
の
た
め
に

行
う
文
書
図
面
の
頒
布
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
衆
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
が
行
う
文
書
図
面
の
頒
布
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
送

信
を
す
る
者
（
そ
の
送
信
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
あ

る
の
は
、
守
送
信
を
す
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
（
そ
の

送
信
を
七
ょ
う
と
す
る
衆
議
院
名
簿
登
載
者
L

と
す
る
。

第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
二
号
を
加
え

る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
号
の
二
中
「
又
は
第
四
項
」
を

「
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
五
項
L

に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
二
号
を
加
え

る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
号
の
二
中
「
第
百
四
十
二
条
の

四
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
二
条
の
四
第
六
項
」
に
改
め

る。
附
則
第
二
条
中
ぷ
ら
第
四
項
ま
で
（
第
二
項
及
び
第

四
項
」
を
「
、
第
四
項
丑
ぴ
第
五
項
（
第
二
項
及
び
第
五

項
」
に
、
「
第
二
百
二
十
九
条
及
び
」
を
「
第
二
百
二
十

九
条
並
ぴ
に
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（検討）

第
五
条
公
職
の
候
補
者
及
ぴ
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

以
外
の
者
が
行
う
電
子
メ
ー
ル
（
新
法
第
百
四
十
二
条

町
三
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
メ
l
ル
を
い
う
。
）
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
に
つ
い
て
は
、
次
回
の

国
政
選
挙
（
地
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ

れ
る
衆
議
院
議
頁
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常

選
挙
の
う
ち
そ
の
期
日
が
早
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
後
、
そ
の
実
施
状
況
の
検
討
を
踏
ま
え
、
次
々
回

の
国
政
選
挙
（
次
回
の
国
政
選
挙
後
初
め
て
そ
の
期
日

を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議

員
の
通
常
選
挙
の
う
ち
そ
の
期
日
の
公
示
の
日
が
早
い

も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る
解
禁
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

が
詩
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

2

新
法
第
百
四
十
二
条
町
大
第
四
項
に
定
め
る
有
料
広

告
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
公
職
の
候
補
者
に
も
こ
れ
を

認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す

る。
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る

修
正
案
｛
佐
々
木
章
盟
毒
自

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第
百
四
十
二
条
町
二
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
う
弘
第
百
四
十
二
粂
の
三
第
一
項
中
「
選
挙
運
動
の
た

め
に
使
用
す
る
文
書
図
面
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
選

挙
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
及
ぴ

年
齢
満
二
十
年
以
上
の
者
L

に
改
め
、
「
同
じ
ロ
）
に
よ
り
じ

-6-

の
下
に
「
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
面
を
L

を
加
え
、
同
墳
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
公
職

の
候
補
者
及
び
候
補
者
届
出
政
党

二
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
衆
議

院
名
簿
届
出
政
党
等
及
ぴ
公
職
の
候
補
者
た
る
衆
議

院
名
簿
登
載
者

三
参
議
院
｛
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
参
議

院
名
簿
届
出
政
党
等
及
び
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議

院
名
簿
登
載
者

四
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
町
選
挙
公
職
の

候
補
者
及
び
第
二
百
一
条
町
六
第
三
項
（
第
二
百
－

条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
古
む
。
）

の
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
（
第
八
十
六
条
町
田
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
吉
b
J

の
規
定
に
よ
り
当
該
公
職
の
侯
補
者
が
所
属
す
る
も

の
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

五
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選

挙
公
職
の
候
補
者
及
び
第
二
百
一
条
の
人
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
古
む
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
一
条
町
六
第
三
項
の
確

認
書
の
交
付
を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

六
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
選
挙
公
職
の
候
補

者
及
び
第
二
百
一
条
の
九
第
三
項
の
確
認
書
の
交
付

を
受
け
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

七
前
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
以
外
の
選
挙
公
載
の
候

補
者

第
百
四
十
二
条
の
二
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
う
ち
第
百
四
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
次
の
各
号
」
を

「
前
条
第
一
項
各
号
L

に
、
で
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
そ
れ
ぞ

れ
」
に
改
め
、
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
及
び
年
齢
満

二
十
年
以
上
の
者
」
を
加
え
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条

第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
選
挙
運
動

用
電
子
メ
ー
ル
送
信
者
に
対
し
そ
の
電
子
メ
I
ル
ア
ド
レ

ス
を
自
ら
通
知
し
た
」
に
、
「
か
っ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
」
を
「
当
該
選
挙
運
動
用
電
子
メ
l
ル
送
信
者
に
対
し

自
ら
通
知
し
た
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第

三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
」

を
「
前
項
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
自
ら
通
知
し
た
L

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
第

一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
L
．
第
三
号
を
削
り
、

第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
二
号
を
加
え

る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
号
の
二
中
「
第
四
項
」
を
「
第

三
項
」
に
改
泊
る
。

第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
二
号
を
加
え

る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
号
の
二
中
「
第
百
四
十
二
条
町

田
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
二
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め

る。
附
則
第
二
条
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
（
第
二
項
及
び
第

四
項
に
あ
っ
て
は
、
通
知
に
係
る
部
分
に
限
る
J
Uを
「
及

ぴ
第
三
項
の
規
定
中
通
知
に
係
る
部
分
並
び
に
新
法
」
に

改
め
る
。

附
則
第
三
条
中
「
第
百
四
十
二
条
町
四
第
二
項
名
号
又

は
第
四
項
」
を
「
第
百
四
十
二
条
の
四
第
二
項
又
は
第
三

項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
各
号
又
は
第
四
項
」
を
「
同
条

第
二
項
又
は
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
」

を
ご
」
れ
ら
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（検討）

第
五
条
選
挙
運
動
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
検

討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

．
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。


